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注意事項
1取引の関係者から縮求があったとき、又

`よ

重要事項競明のときは、本証拠 示すること。

:ヨ霧豊硝η新湧駐読患溌解鱗黎ヒ織 碗七押
被納すること。

4本証li他人:こ貸与し、又は議渡してはならない。
5本証を質新する場合は、女付申請‖6月 以内に行われる都道府県知事が指定する
講習を曼砕すること。
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